
北
條
時
宗
公
の
事
績
に
就
い
て 
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四
年
九
月
十
七
日 

 

今
夏
、
尖
閣
諸
島
、
竹
島
問
題
の
報
道
を
聞
き
て
憂
ふ
。
北
絛
時
宗
公
は
鎌
倉
時
代
、
元

寇
を
退
け
我
國
の
獨
立
を
護
り
給
ひ
し
恩
人
な
り
。
公
の
菩
提
を
祀
る
圓
覺
寺
の
朝
比
奈
宗

源
老
師
『
時
宗
公
を
鑽
仰
す
る
』
を
讀
む
。 

 

十
八
歳
に
て
執
權
の
重
職
に
就
き
三
十
四
歳
に
て
逝
去
し
給
ふ
公
は
大
蒙
古
の
武
力
と
外

交
の
姿
勢
に
屈
せ
ず
。
二
大
戰
役
に
て
與
へ
し
打
撃
は
蒙
古
に
全
世
界
制
霸
の
野
望
を
抛
棄

す
る
に
致
ら
し
め
、
遙
か
羅
馬
も
侵
略
を
免
れ
け
り
。
北
條
氏
累
代
の
善
政
、
公
の
人
格
器

量
の
賜
に
加
へ
、
我
祖
先
擧
げ
て
愛
國
心
、
武
勇
を
發
揮
せ
ら
れ
た
り
。 

 

而
し
て
六
百
年
後
、
明
治
三
十
七
年
に
到
り
、
明
治
天
皇
は
公
を
從
一
位
に
昇
敍
せ
ら
れ

其
の
功
を
賞
さ
れ
給
ふ
。
時
ま
さ
に
日
露
戰
爭
開
戰
一
年
目
な
り
。
墓
前
に
て
讀
み
上
げ
ら

れ
し
策
命
文
は
次
の
如
し
。 

「
天
下
の
大
命
に
お
は
せ
、
故
正
五
位
下
相
模
守
北
條
時
宗
の
墓
前
に
宣
は
く
と
の
た
ま
へ

る
。
汝
、
命

み
こ
と

は
文
永
の
昔
、
蒙
古
國
王
我
國
を
窺
ひ
、
國
内
み
な
驚
き
騷
ぎ
、
天
皇
の
い
た

く
大
御
心
を
惱
ま
せ
給
へ
る
事
を
畏
こ
み
奉
り
、
彼
國
よ
り

獻
た
て
ま
つ

れ
る
牒
状
を
卻
け
て
、
其

無
禮
を
責
め
、
使
者
を
罰 つ

み

な
ひ
て
、
皇
國
の
稜
威

み

い

つ

を
恐
れ
ま
し
め
、
弘
安
四
年
、
許
多
の
敵

等
、
海
を
渡
り
て
西
國
に
寇
す
る
に
方
り
、
國
々
の
將
士
に
仰
せ
て
防
ぎ
戰
は
し
め
、
天
下

の
安
き
も
危
き
も
、
一
向
に
其
我
身
に
負
ひ
持
ち
て
仕
へ
奉
り
、
宸
襟
を
安
め
奉
り
し
勳
功

を
襃
め
給
ひ
、
愛
で
給
ひ
、
今
後
特
に
從
一
位
を
贈
り
、
位
記
を
授
け
た
ま
ふ
。
是
を
以
て

神
奈
川
縣
知
事
從
三
位
勳
三
等
周
布
公
平
を
差
し
使
は
し
て
、
此
の
如
く
の
状
を
宣
給
く
と

宣
へ
る
。」 

 

宋
國
よ
り
招
聘
し
た
る
無
學
祖
元
師
を
敬
愛
し
給
ふ
信
心
篤
き
公
は
、
弘
安
の
役
の
後
、

戰
病
歿
せ
し
同
胞
の
靈
、
竝
び
に
我
國
の
敵
な
れ
ど
不
幸
に
も
命
捨
て
し
敵
將
兵
の
靈
併
せ

て
十
萬
を
弔
は
む
と
願
ひ
、
師
を
開
山
と
し
て
圓
覺
寺
を
建
立
し
給
ふ
。「
怨
み
は
怨
み
に
よ

つ
て
鎭
ま
ら
ず
。
怨
み
は
只
怨
み
無
き
に
よ
つ
て
鎭
ま
る
」、
佛
教
の
大
慈
悲
の
心
と
は
斯
く

な
る
も
の
か
。 

 

圓
覺
寺
に
參
り
し
折
、
我
國
の
興
亡
を
一
身
に
荷
ひ
外
敵
と
戰
ひ
、
護
國
救
民
に
渾
身
の

努
力
を
盡
し
給
ひ
た
る
御
二
方
の
御
心
勞
を
偲
び
奉
り
御
魂
に
拜
禮
す
。 

 

無
學
祖
元
師
、
寂
し
て
敕
に
よ
り
佛
光
禪
師
の

諡
お
く
り
な

を
、
後
に
圓
滿
常
照
國
師
の

號
お
く
り
な

を

給
は
る
。 

 


